
自動車用品等単価契約（利根導水総合管理所）仕様書 

 

１．適用 

本仕様書は、独立行政法人水資源機構利根導水総合管理所が施行する「自動車用品等単価契約（利根

導水総合管理所）」に適用する。 

 

２．施行場所 

作業場所 

 作業場所については、原則スタンドにおいて作業するものとする。 

 

３．数量 

数量は、別添「数量総括表」のとおりとする。 

なお、数量は予定数量であり、確定の数値ではない。 

 

４．期間 

契約締結の翌日から令和９年３月３１日までとする。 

 

５．価格の変更 

  経済情勢の変化による物価の変動、自然災害、その他正当なる理由により価格が著しく不適当であると

思われる場合には、発注者、受注者協議の上、価格を変更し、又はこの契約を解除することができるも

のとする。 

 

６．関係法令及び条例遵守 

  受注者は、関連する諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 

 

７．請求方法 

毎月末に集計し、請求するものとする。なお、請求様式は任意様式による。 

   

８．疑義等 

本仕様書に明記されていない事項又は疑義を生じたときは発注者と受注者が協議のうえ決定するもの

とする。 



（別 添） 

数   量   総   括   表 

     

（件  名） 自動車用品等単価契約（利根導水総合管理所） 

 

（単位：円） 

種    類 規  格 単位 予定数量 摘  要 

バッテリー液 300cc 本 ５   

タイヤ脱着 冬→夏、夏→冬 台 ５   

タイヤローテーション   台 ５   

洗車（水洗い）＋室内清掃   台 １０   

ワックス洗車＋室内清掃   台 １０   

パンク修理   本 ２   

     

※予定数量は、機構の実績等に基づく参考値であり、使用を確約した数値ではありません。    

     

     

     

 


